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●相談料︓5,500 円／30 分 
●遺産分割協議書作成︓２２万円 ※公正証書にする場合には３万円加算 

●遺産分割（交渉・調停・審判） 

着⼿⾦⼀律 ３３万円（税込） 

報酬⾦ 

300 万円以下の場合 16% 
300 万円〜3000 万円以下 10％＋18 万円 
3000 万円〜3 億円まで 6％＋138 万円 
3 億円を超える場合 4％＋738 万円 

※報酬⾦は、取得した遺産額を基準として、上記⺠事事件の計算⽅法に準じて算定
します。 
※なお、取得した遺産が不動産の場合は固定資産税評価額で計算します。 
※交渉から調停・審判に移⾏した場合には別途２２万円（税込）が加算されます。 
※交渉⼜は調停・審判から訴訟に移⾏した場合には、別途２２万円（税込）が加算
されます。 
 
●遺⾔執⾏ 基本的なもの 

300 万円以下の部分 30 万円以下 
300 万円を超え 3000 万円以下の部分 2% 
3000 万円を超え 3 億円以下の部分 1％以下 

 
●遺⾔書作成 

⼿続費⽤ ２２万円（税込） 
※公正証書遺⾔の場合は３万３０００円が加算されます。 
※公正証書遺⾔の証⼈⽴会１名につき２万２０００円が加算されます。 
※財産総額や遺⾔内容の複雑度により費⽤が加算される場合があります。 
 
●遺留分侵害額請求（交渉・調停・訴訟） 

 費 ⽤ の ご 案 内 （ 相 続 ）  



着⼿⾦ ３３万円（税込） 

報酬⾦ 

300 万円以下の場合 16% 
300 万円〜3000 万円以下 10％＋18 万円 
3000 万円〜3 億円まで 6％＋138 万円 
3 億円を超える場合 4％＋738 万円 

※報酬⾦は、取得した遺産額を基準として、上記⺠事事件の計算⽅法に準じて算定
します。なお、取得した遺産が不動産の場合は固定資産税評価額で計算します。 
 
●相続放棄（単独で受任する場合） 

相続放棄 
（３ヶ⽉以内） 

相続⼈１⼈ １１万円（税込） 
２⼈⽬以降１⼈につき７万７０００円（税込） 

相続放棄 
（期限越え） 

相続⼈１⼈ ２２万円（税込） 
２⼈⽬以降１⼈につき１６万５０００円（税込） 

 
●遺⾔無効確認・預⾦の引き出し等の相談に関するその他の⼿続き 

事前調査を要する場合 ２２万円（税込） 
※ただし、調査事項５件を超える場合、 
１件あたり３万３０００円が発⽣します。 

 

着⼿⾦ ３３万円（税込） 

報酬⾦ 

300 万円以下の場合 16% 
300 万円〜3000 万円以下 10％＋18 万円 
3000 万円〜3 億円まで 6％＋138 万円 
3 億円を超える場合 4％＋738 万円 

※報酬⾦は、取得した遺産額を基準として、上記⺠事事件の計算⽅法に準じて算定
します。なお、取得した遺産が不動産の場合は固定資産税評価額で計算します。 
 
●事業承継（親族内事業承継、親族外事業承継、M＆A による事業承継） 
 ３３万円〜 
 ※詳しくは、費⽤のご案内（企業向け業務）をご参照ください。 
 


